
印
鑑
証
明
は
、
不
動
産
の
登
記
や
自

動
車
登
録
の
ほ
か
権
利
義
務
の
発
生
や

変
更
な
ど
に
必
要
で
た
い
へ
ん
重
要
な

書
類
で
す
。

そ
の
た
め
、
印
鑑
の
登
録
や
証
明
書

の
発
行
に
際
し
、
本
人
確
認
の
手
続
き

な
ど
が
複
雑
に
な
り
ま
す
。

あ
な
た
の
大
切
な
財
産
を
守
る
た
め

に
必
要
な
手
続
き
で
す
の
で
、
ご
理
解

を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
資
格

市
内
在
住
の
15
歳
以
上
の

方
※
登
録
で
き
る
印
鑑
は
1
人
1
個
に
か

ぎ
り
ま
す
。

登
録
で
き
な
い
印
鑑

・
氏
名
に
関
係
な
い
文
字
が
あ
る
印
鑑

・
ほ
か
の
方
が
登
録
に
使
用
し
て
い
る

印
鑑

・
欠
け
て
い
た
り
、
す
り
へ
っ
て
い
る

印
鑑

・
ゴ
ム
印

・
一
辺
の
長
さ
が
8
mm
の
正
方
形
に
収

ま
る
印
鑑

・
一
辺
の
長
さ
が
25
mm
の
正
方
形
に
収

ま
ら
な
い
印
鑑

登
録
方
法

登
録
す
る
印
鑑
を
か
な
ら

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
登
録
方
法

は
別
表
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
す
。
登
録
は
市
役
所
1
階
市
民

窓
口
グ
ル
ー
プ
（
①
番
の
窓
口
）
で

行
い
ま
す
。

手
数
料

・
印
鑑
登
録
手
数
料
…
1
件
50
円

・
印
鑑
登
録
証
明
書
…
1
通
200
円

問
合
せ
先

市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
ー
1
1
1
1
（
内
線
214
・
218
）
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印
鑑
登
録
手
続
き

① ② ③ ④

窓
口
に
来
る
方

本人
（本人確認できる証明
書がある方）

本人
（本人確認できる証明
書はないが保証人がい
る方）

本人
（本人確認できる証明
書もなく、保証人もい
ない方）

代理人
（本人が窓口に来るこ
とができない方）

持
参
す
る
も
の

・登録する印鑑
・官公署が発行した顔
写真付きの本人確認
できる証明書（運転
免許証、パスポート、
外国人登録証明書、
住民基本台帳カード
（顔写真付き）、身体
障害者手帳など）

・登録する印鑑
・保証人欄が署名押印
済の印鑑登録申請書

（申請時）
・登録する印鑑
（交付時）
・登録する印鑑
・回答書
・本人確認できる証明
書

（申請時）
・登録する印鑑
・印鑑登録申請書
・代理権授与通知書
・代理人の認印
（交付時）
・回答書
・本人および代理人を
確認できる証明書
・代理人の認印

本
人
確
認
の
方
法

上記の本人確認できる
証明書で確認します。

保証人により確認しま
す。

①照会文書兼回答書を本人宛に郵送。
②照会文書が届いたら回答書に本人が署名押印。
③回答書並びに登録者本人および代理人を確認
できる証明書を窓口にお持ちください。
本人を確認できる証明書
【運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、
住民基本台帳カード（顔写真付き）、身体障害
者手帳、健康保険被保険者証、年金手帳、年金
証書、医療受給者証、介護保険被保険者証など】

印
鑑
登
録
証
、

証
明
書
の
交
付

即時交付 即時交付 即時交付はできません。
後日の交付になります。

備

考

※顔写真のついていな
い健康保険被保険者
証などでは登録でき
ません。

※保証人は高浜市で印
鑑登録をしている方
にかぎります。
※保証人欄には保証人
の住所・氏名・生年
月日・性別・印鑑登
録証の番号の記載と
登録印の押印が必要
です。

※回答書は本人の住所
地のみに郵送しま
す。

※代理権授与通知書、
回答書いずれも本人
が記載してください。
※代理人が回答書を提出
する場合、代理権授与
通知書欄に本人による
記載が必要です。
※回答書は本人の住所
地のみに郵送します。


